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告示 
○ 生徒用机・椅子・机天板（東部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（南部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（西部・北部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ スタジオカメラほかシステム機器に関する落札者等の公示（入札課） 

○ さいたま都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ さいたま都市計画特別緑地保全地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 建設業法第 29条第１項に基づく許可取消処分（建設管理課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ さいたま都市計画道路の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 草加都市計画区域区分の変更の案の縦覧（都市計画課） 

○ 杉戸町東武動物公園駅東口通り線沿道整備土地区画整理事業の施行の認可（市街地整備

課） 

○ 朝霞都市計画下水道の変更に係る図書の写しの縦覧（下水道事業課） 

○ 県道上里鬼石線の占用を制限する区域の指定（本庄県土整備事務所） 

○ 県道広木折原線の区域の変更（本庄県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 県立病院の灯油（12・１月分）の購入に関する落札者等の公示（経営管理課） 

○ 令和元年度第３回技能検定員等資格審査実施に伴う公示（運転免許課） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（東部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和元年10月16日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社雄飛堂 

埼玉県さいたま市大宮区東町１丁目54番地 

５ 落札金額 

12,811,568円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和元年８月23日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 
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１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（南部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和元年10月16日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社わせだ 

埼玉県三郷市大廣戸822番地３ 

５ 落札金額 

10,720,193円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和元年８月23日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 
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１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（西部・北部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和元年10月16日 

４ 落札者の氏名及び住所 

有限会社小林成誠文堂 

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷1073番地 

５ 落札金額 

13,915,220円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和元年８月23日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

スタジオカメラほかシステム機器 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

産業労働部 商業・サービス産業支援課 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和元年11月21日 

４ 落札者の氏名及び住所 

ソニービジネスソリューション株式会社 営業部門 企業ソリューション営業部 

東京都港区港南１丁目７番１号 

５ 落札金額 

52,360,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和元年９月27日 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
号 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自

然
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
特
別
緑
地
保
全
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど

り
自
然
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

旧
東
栄
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
東
町
八
十
六
番
二
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
東
栄
ビ
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
東
町
八
十
六
番
二
外 

 
 

 

（
変
更
後
）
旧
東
栄
ビ
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
東
町
八
十
六
番
二
外 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ダ
イ
エ
ー 

代
表
取
締
役 

村
井
正
平 

 
 

 
 

 

兵
庫
神
戸
市
中
央
区
港
島
中
町
四
丁
目
一
番
一 

外 

計
四
十
一
者 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ア
ニ
メ
イ
ト 

代
表
取
締
役 

阪
下
實 

 
 

 
 

 

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
二
番
一
号 

外
四
十
者
未
定 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
一
月
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
令
和
元
年
十
二
月
六
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

旧
東
栄
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
東
町
八
十
六
番
二
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
三
五
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

三
七
六
台 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
駐
車
場
① 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
② 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
駐
車
場
① 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 

 
 

 

駐
車
場
の
自
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車
の
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数
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び
位
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（
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前
）
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入
口
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四
か
所 

位
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図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
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三
か
所 

位
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図
面
省
略 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
七
月
十
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
一
月
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 



 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
六
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
六
日
ま
で 

 

ロ 
意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
り
、
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 
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一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
七
日 

二 

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号 

 

イ 

商
号 

 
 

 

有
限
会
社
ド
ウ
・
プ
ロ
ダ
ク
ツ 

 

ロ 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
原
山
四
丁
目
二
十
八
番
一
号 

 

ハ 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

阿
部 

哲
雄 

 

ニ 

許
可
番
号 

 
 

 

埼
玉
県
知
事
許
可
（
般
―
二
十
六
）
第
五
四
九
四
〇
号 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

有
限
会
社
ド
ウ
・
プ
ロ
ダ
ク
ツ
の
役
員
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
二
日
道
路
交
通
法
違
反
の 

 

罪
に
よ
り
、
水
戸
地
方
裁
判
所
か
ら
懲
役
六
月
（
執
行
猶
予
三
年
）
の
判
決
を
受
け
、
そ
の
刑 

 

が
確
定
し
て
い
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
法
第
八
条
第
十
一
号
（
役
員
等
の
う
ち
に
第
七
号
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も

の)

の
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
許
可

の
取
消
し
事
由
に
該
当
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
加
須
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

加
須
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
撮
影
、
写
真
地
図
作
成
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

加
須
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
二
十
七
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
境
界
点
座
標
変
換
業
務
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
中
央
区
大
戸
一
丁
目
地
内
外 

 
 

さ
い
た
ま
市
桜
区
田
島
四
丁
目
地
内
外 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
元
町
二
丁
目
地
内
外 

 
 

さ
い
た
ま
市
南
区
白
幡
五
丁
目
地
内
外 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
十
九
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
九
―
三
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
北
本
市
深
井
四
丁
目
四
十
六
番
一 

他
十
四
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

八
百
二
十
九
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

草
加
都
市
計
画
区
域
区
分 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

三
郷
市
彦
糸
二
丁
目
、
彦
音
二
丁
目
、
彦
成
二
丁
目
の
各
一
部 

 

ロ 

市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

な
し 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
、
三
郷
市
ま
ち
づ
く
り 

 
 

推
進
部
都
市
デ
ザ
イ
ン
課
、
草
加
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
八
潮
市
都
市
デ
ザ
イ
ン
部 

 
 

都
市
計
画
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日
か
ら
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地

区
画
整
理
事
業
の
施
行
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称
及
び
住
所 

 
 

杉
戸
町 

 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
清
地
二
丁
目
九
番
二
十
九
号 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
三
丁
目
の
一
部 

四 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称 

 
 

杉
戸
町
東
武
動
物
公
園
駅
東
口
通
り
線
沿
道
整
備
土
地
区
画
整
理
事
業 

五 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
清
地
二
丁
目
九
番
二
十
九
号 

六 

施
行
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

七 

事
業
年
度 

 
 

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

八 

公
告
の
方
法 

 
 

杉
戸
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
（
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
）
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
下
水
道
局
下

水
道
事
業
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
六
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

村 

正 

則 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

上
里
鬼
石
線 

 
 

 
 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
中
新
里
字
内
出
二
〇
七
番
五
地
先
か 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ら
同
郡
同
町
大
字
中
新
里
字
内
出
二
一
二
番
七
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
七
日 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

村 

正 

則 
 

 
 

 
 

 

一 

道

路

の

種

類

 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 
 

広
木
折
原
線 

三 

道

路

の

区

域

 



 
新 旧 

旧 
新 
別 

 
児
玉
郡
美
里
町
大
字
円
良
田
字
東
防
シ 

田
五
三
三
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
円
良
田
字
笹
平
一
四
一
五
番
一
地
先

ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
二
・
一
七 

 
 

 
 

～ 三
六
・
三
七 

 
 

七
・
四
七 

 
 

 
 

～ 一
八
・
五
一 

 

   

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

 
 

五
五
〇
・
六
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
築
工
事 

 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

松 

井 

直 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
三
十
年
十
月
十
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
三
〇
〇
〇
〇
八
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
四
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
一
〇
〇
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
大
字
大
谷
字
上
ノ
台
七
百
三
十
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
あ
ず
ま
町
一
丁
目
七
番
地
四 

サ
ン
リ
ッ
ト

二
〇
一 

 
 

新
野 

誠
、
新
野 

由 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

松 

井 

直 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
八
三
〇
〇
〇
〇
三
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
四
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
一
〇
〇
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
字
平
原
五
千
五
百
七
十
番
、
五
千
六
百
二
十
六
番
一
、
五 

 

千
六
百
二
十
七
番
一
、
五
千
六
百
二
十
八
番
、
五
千
六
百
二
十
九
番
一
、
五
千
六
百
三
十
一
番 

 

 

一
、
五
千
五
百
六
十
三
番
一
、
五
千
五
百
六
十
四
番
一
、
五
千
五
百
六
十
五
番
一
、
五
千
五
百 

 

六
十
六
番
、
五
千
五
百
六
十
七
番
、
五
千
五
百
六
十
八
番
、
五
千
五
百
六
十
九
番
、
五
千
五
百 

 

七
十
三
番
一
、
五
千
五
百
七
十
四
番
一
、
五
千
五
百
七
十
五
番
、
五
千
五
百
七
十
六
番
一
、
五 

 

千
五
百
七
十
七
番
一
、
五
千
五
百
七
十
番
二
、
五
千
五
百
七
十
番
三
、
五
千
六
百
二
十
九
番
四
、 

 

五
千
六
百
三
十
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

岐
阜
県
中
津
川
市
蛭
川
五
千
三
百
二
十
八
番
地
の
一 

 

 
 

日
本
セ
キ
ソ
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

安
藤 

知
廣 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
十
九
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 

 



１   購入等件名及び数量  

  県立病院で使用する灯油（12・１月分） 

  JIS １号 121,800リットル 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

 (1)埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局管財担当 

  埼玉県熊谷市板井 1696 番地 

 (2)埼玉県立精神医療センター事務局管財担当 

  埼玉県北足立郡伊奈町小室 818 番地２ 

３ 落札者を決定した日 

  令和元年 11 月 22 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  有限会社鈴木石油 

  埼玉県深谷市菅沼 443－１ 

５ 落札金額 

  71.94 円（１リットル当たり単価） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年 10 月 25 日 



告  示 

埼玉県公安委員会告示第122号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条の２第４項第１号イの技能検定に関する技能及 

び知識に関して行う審査（以下「技能検定員審査」という。）並びに同法第99条の３第４項第

１号イの自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査

（以下「教習指導員審査」という。）を次のとおり実施するので、技能検定員審査等に関する

規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第２条及び第10条第２項

の規定により公示する。 

  令和元年12月６日 

                      埼玉県公安委員会委員長 野 瀬 清 喜 

１ 審査の種類 

 (1) 技能検定員審査 

    ア 大型自動車免許に係る技能検定員審査 

  イ 中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  ウ 準中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  エ 普通自動車免許に係る技能検定員審査 

  オ 大型特殊自動車免許に係る技能検定員審査 

  カ 大型自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  キ 普通自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  ク 牽
けん

引免許に係る技能検定員審査 

  ケ 大型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  コ 中型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  サ 普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

 (2) 教習指導員審査 

   ア 大型自動車免許に係る教習指導員審査 

  イ 中型自動車免許に係る教習指導員審査 

  ウ 準中型自動車免許に係る教習指導員審査 

  エ 普通自動車免許に係る教習指導員審査 

  オ 大型特殊自動車免許に係る教習指導員審査 



  カ 大型自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  キ 普通自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  ク 牽
けん

引免許に係る教習指導員審査 

  ケ 大型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

  コ 中型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

  サ 普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

２ 審査期日等 

 (1) 期日 

  ア  論文審査  

    令和２年１月16日（木） 

   イ 技能審査  

     令和２年１月18日（土）及び１月21日（火）から１月24日（金）までのうち指定する    

日 

   ウ 面接審査  

      令和２年１月28日（火）から１月31日（金）までのうち指定する日 

 (2) 場所 

   埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察運転免許センター 

３ 申請手続 

 (1) 申請期間 

     令和元年12月６日（金）から12月20日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の各日

午前８時30分から午後５時15分までの間 

 (2) 申請要領 

   技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者は、審査申請書（規則別記様式 

  第１号）を提出するとともに、受けようとする審査に用いられる自動車を運転することが 

  できる免許に係る運転免許証を提示すること。 

 (3) 申請先 

     埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課 

４ 審査手数料 

  審査手数料については、埼玉県証紙により納付すること。 



５ 照会先 

  埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課教習所係（電話 048-543-2001 内線241） 
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